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建替え設計工事一括 
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■【 建替え設計工事一括 】 
 

本事業は、所定の要件に該当する補助対象住宅を「同一の敷地内」で「建替え」により

耐震化を図るために必要な建替え設計（設計図書の作成、工事費の積算など）、除却・新築

（＝建替え）の工事（工事監理を含む）を一括で実施する場合の新築工事費用（工事監理

の費用は含まない）の一部を所有者等へ補助するものです。 
 

なお、本事業は、戸建木造住宅耐震改修等事業実施要綱（以下「実施要綱」）、戸建木造

住宅耐震改修等事業補助金交付要綱（以下「市交付要綱」）に基づき、運用します。 
 

 その他、『手引き』の補足資料として、別冊でキーポイントを整理していますので必ず 

確認してください。 ➡例（県費の活用）熊本県による市町村への間接補助のスキーム 

 

 

１．申請の前に確認すること 
 

（１）補助の対象になる方 …次の条件をすべて満たす必要があります 
 

１．市税の滞納が無いこと 
 

２．住宅の所有者または次の（１）ないし（２）に該当する方 
 

(１)中古住宅を購入し、自ら居住する見込みである方（売買契約書の写し等で確認） 
 

(２)当該住宅に居住している、住宅所有者の２親等以内の親族 
 

※その他、特別な理由で所有者による申請が不可能な方はご相談ください 
 

  ※貸家の場合、「建替え」関連のメニューは補助の対象外です 

 

（２）補助の対象となる住宅 …令和７～８年度は次ページを優先 ※参考掲載 

市交付要綱：別表第２ ←県費の対象ではないパターン 
 

補助事業名 建替え設計工事一括 

補助事業の対象 

となる住宅 

（補助対象住宅） 

次に掲げる要件を全て満たす住宅（ただし、その他市長が補助事業の適用が可能と 

認めるときは、補助対象住宅とすることができる。） 
 

５ 平成１２年６月１日以降に増築した部分の床面積が延べ床面積の２分の１以下の

もの 
 

※その他の要件は、市交付要綱：別表第２の１ と同様 

 
 

➡補助金の額：耐震改修（耐震化）に要する費用の相当分の５分の４以内  

→ 上限 115万円 ※千円未満は切捨て 
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（３）補助の対象となる住宅、補助金の額など 
 

市交付要綱：別表第２の１  →令和７～８年度の優先事業 
 

補助事業名 建替え設計工事一括＜緊急促進＞ 

補助事業の 

対象となる 

住宅 

 

次に掲げる要件を全て満たす住宅（ただし、その他市長が補助事業の適用が可能と認める 

ときは、補助対象住宅とすることができる。） 
 

１ 次のいずれかに該当するもの 

（１）熊本市戸建木造住宅耐震診断士派遣事業による耐震診断の結果、上部構造評点が 

１．０未満と評価されたもの 
 

（２）実施要綱第２条第２号による耐震診断を専門の資格者（派遣要綱第２条第２号による 

熊本市戸建木造住宅耐震診断士、建築士法第10条の３による構造設計一級建築士、建築基準法 

第77条の66による構造計算適合判定資格者のいずれか）２名以上によって実施・照査した 

結果、上部構造評点が１．０未満と評価されたもの  
 

２ 現に居住しているもの又は居住する見込みがあるもの（賃貸の用に供しているものを除く） 
 

３ 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された地上階数が３以下のもの 
 

４ 平成１２年５月３１日以前に新築着工したもの 
 

５ 被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給対象でないもの 
 

６ 原則として、建築基準法に係る違反がないもの 

 →別冊「手引き」の補足資料『2025 年４月から適用施行される 

改正後の建築基準法に関連する参考情報』ページも参照ください 
 

７ 建替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合するもの 
 

８ 建替え後の住宅は、原則として災害リスク等のあるエリア外に存するもの 

 

※上部構造評点に関する資料の準備・調製に際しての注意点 

（１）の場合 →派遣事業≪運用要領≫様式「耐診断結果報告書」市スタンプ済みの写し 

 （２）の場合 →2025年度から適用する同様式を用いて作成  

※なお、様式中の「耐震診断士」→『構造設計一級建築士』など、適宜アレンジ 
 

補助事業の 

対象となる 

経費 

 

（補助対象 

経費） 

 

１ 県交付要項における別表２（へ）補助限度額の（Ａ）欄に該当する場合 

補助対象住宅の耐震改修（耐震化）に要する費用の相当分 

（５千円の倍数となるよう端数を切り捨てた額とする。）又は１７５万円の 

いずれか低い方の額 
 

２ 県交付要項における別表２（へ）補助限度額の（Ｂ）欄に該当する場合 

補助対象住宅の耐震改修（耐震化）に要する費用の相当分 

（５千円の倍数となるよう端数を切り捨てた額とする。）又は１５０万円の 

いずれか低い方の額 

補助率 
 

前項１の場合は１０分の９以内、前項２の場合は６０分の５３以内 
（過去に本要綱又は市遡及要綱に基づく補強計画設計の補助金の交付を受けたものは、 

２３％以内） 

補助金の額 
 

※県補助金を 

含む 

補助対象経費に補助率を乗じて得た額 
 

（過去に本要綱又は市遡及要綱に基づく補強計画設計の補助金の交付を受けたものは６０万円を限度、 

過去に耐震シェルター工事補助金の交付の決定を受けたものは、補助金の額から耐震シェルター 

工事補助金の額を差し引いた額） 

➡「耐震改修（耐震化）に要する費用の相当分」 

＝従前（除却する）建築物の延べ面積×34,100円／m2で算出します 
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➡補助金の額は、県交付要項における区分に応じて 

次のいずれかの方法で算出します ※１戸あたりの金額です 
 

（Ａ）昭和 56年５月 31日以前に新築着工、または高齢者等が居住 

耐震改修費用相当分の 10分の９以内 → 上限 157.5万円  ※千円未満は切捨て 

 

（Ｂ）昭和 56年６月１日から平成 12年５月 31日までに新築着工 

耐震改修費用相当分の 60分の 53以内 → 上限 132.5万円  ※千円未満は切捨て 

 

 ※（Ａ）欄の「高齢者等」とは、県交付要項において次のとおり定義されます 

・ア）高齢者（65歳以上） ・イ）非課税世帯 ・ウ）障がいのある方等 
 

  → 補助金交付申請書の添付書類として、例えば ・イ）非課税世帯の場合は 

【市県民税額の欄が０円の市県民税（所得・課税）証明書】の提出が必要です 

 

 

（４）申請期間、件数、事業の完了期限 
 

・期間：2025年４月 28日から原則 10月 31日まで ※郵送：消印有効 
 

・件数：当面は数件を予定（受付ペース等を勘案しながら調整します） 
→最新の状況等については、住宅政策課【建築支援班】096-328-2449へ問い合わせください 

 

・完了期限（完了実績報告書の提出期限）： 原則 2026年１月 30日（金）まで  
 

 ※なお、本補助事業の財源となる国費（防安交付金）や県費の歳入予算の繰越、市費の

歳出予算の繰越に関する見通し把握のため、市側から都度進捗をお尋ねします 
 

  →新築工事の状況や竣工時期、建築基準法による完了検査済証の発行予定年月日など 

   重要なポイントに関するタイミングを常に把握しておくようお願いします 

 

 

（５）必ず耐震診断士や建築士等へ御相談ください 
 

・本事業では、専門的な書類（補助金交付申請書、建替え工事の着手届、 

完了実績報告書、これらに添付する図面や計算書など）の作成や提出、 

法令関係の手続き、工事写真の撮影などを行わなければなりません 
 

・これらの作業については、耐震診断士や建築士等へ作成を依頼することで

スムーズに事業を進めることができます 
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（６）委任状（申請手続きを委任する場合）や同意書（共有者がいる場合等）における押印 
 

・認印で大丈夫です 
・ただし、浸透印（シャチハタ等）は使用できません 

 

・押印が必要な書類が複数ある場合は、各書類共に同じ印影を 

使用してください 
 

（７）建替え設計及び工事の監理を行う建築士、工事の施工業者 

・建築士及び施工業者（建設業者）については、熊本市に登録された耐震診断士で 

ある必要はありません →建築士法や建設業法等を遵守して業務を進めてください 

 

 

２．事業に際しての注意点 
 

■本メニューの活用（申請）に際してのモラル 
・添付する耐震診断結果報告書は「建替えを前提」として調製されたものではないこと 

（すでに建替えを決めていた状況で、追加的に自治体等から助成を得るため等の意図がないこと） 
 

・転売等を目的とする建替えではないこと 

 

■補助金の額の算定に際しての重要ルールの一例 
・国費の単価設定の関係から、従前（除却する）建築物の延べ面積が 36.6m2以下の場合は 

国費の上限に達しないため、トータルの補助金の額にも影響があります 

 

・過去に「補強計画設計（≒耐震改修設計）」や「耐震シェルター工事」に関する補助金の 

 交付を受けている事業対象住宅の場合は、補助率の低減や額の控除がなされます 

 

■新築する建築物（住宅）が木造の場合 →確認申請書：第三面の関連 

・国費：2025年３月 31日付け・国土交通省住宅局から都道府県・政令市宛てに周知 

「住宅局の補助事業における木造建築物に係る壁量等の基準の取扱」➡新築の場合 
 

➡国の住宅・建築物耐震改修事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）等を活用して 

 階数が 2 階以下、かつ、床面積が 300m2 以下の木造建築物を整備する場合には、以下の

いずれかの方法により構造安全性が確かめられたものであることを補助の要件とする。 
 

・構造計算により構造安全性が確かめられた建築物 ➡法 20条・令 36条等 
 

・施行後の壁量等の基準により構造安全性が確かめられた建築物 ➡令 43条・令 46条等 

  ⇒【18.建築基準法施行令第 43条第１項及び第 46条第４項等に係る経過措置の適用】 
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３．事業の実施 
 

（１）耐震診断士や建築士等への相談 →４ページ（５）を参照 
 

（２）補助金交付申請書等の提出 ※電子メール・電話・FAXでは受付できません 
※作成や準備が困難な書類は、耐震診断士へ作成を依頼してください 

 

※委任状を添付することで、書類作成や提出等を耐震診断士に委任することができます 
 

・提出先：〒860－8601 熊本市中央区手取本町１－１ 住宅政策課  
 

・提出方法：住宅政策課へ申込書等を原則郵送でご提出ください 
 

（持参による提出を御希望の場合は、開庁日の９時～17時までに来庁をお願いします） 
 

 
↑様式第１号：補助金交付申請書     ↑添付書類のラインナップ 

 

※詳細は、ホームページに掲載している様式 Wordデータや記入例 PDFを参照ください 

 

（２）’補助金交付決定通知書が郵送で届きます 

・補助金交付に関する申請書等が当課に到達後、書類の審査を実施します 
 

→申請書等の到達～審査完了まで２～４週間程度 ※修正に要する期間等は含みません 
 

→審査の結果、補助対象と判断された場合は「補助金交付決定通知書」を郵送します 
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（３）建替え設計の契約及び実施 
  ・「補助金交付決定通知書」に記載された交付の決定日「以降」の日付で 

建替え設計の契約を締結してください （解体工事、建替え工事や監理の契約も同様） 
 

※補助金交付決定通知書の日付よりも前に契約を結ぶと、補助金適正化法や関係する 

要綱等における違反となるため、補助金の交付ができません 

 

（４）建替え工事着手届の提出 

・「新築工事に係る契約の締結日」または「新築する住宅の確認済証の交付日」の 

いずれか遅い日から 10日以内に、添付書類と併せて提出してください 
 

→詳細は、担当の耐震診断士や建築士等に御相談ください 

 

 

（５）建替え工事の実施 

・建替え工事を実施してください ⇒建替え工事「監理」の契約や実施も忘れずに 
 

・建築基準法第７条または第７条の２の規定に基づく完了検査といった法令手続き等に 

ついては、熊本市の建築主事（建築審査室）や指定確認検査機関等と綿密に時期等を 

調整のうえ「補助金交付決定通知書に記載された完了期限」に間に合うように慎重に 

実行してください 
 

・なお、新築住宅の引渡し時期については特に決まりはありません（適宜実施） 

 

 

（６）完了実績報告書の提出 
・工事内容の報告や説明を確認後、「完了実績報告書」及び添付書類を提出してください 

 

→詳細は、担当の耐震診断士や建築士等に御相談ください 
 

！提出期限！  原則 2026年１月 30日まで  

 

（６）’補助金額の確定通知書が郵送で届きます 
 

・「完了実績報告書」及び添付書類が当課に到達後、書類の審査を実施します 
 

→書類等の到達～審査完了まで１～３週間程度 ※修正に要する期間等は含みません 
 

→審査の結果、工事内容等が確認できた場合は、市から「補助金額の確定通知書」を 

郵送します 
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（７）補助金交付請求書等の提出 
 

・「補助金額の確定通知書」が届いたら、補助金交付請求書等を提出してください 
 

・提出先：〒860－8601 熊本市中央区手取本町１－１ 住宅政策課  
 

・提出方法：住宅政策課へ申込書等を原則郵送でご提出ください 
 

（持参による提出を御希望の場合は、開庁日の９時～17時までに来庁をお願いします） 
 

！提出期限！ 2026年３月 31日まで 

 

 

（８）補助金の受領 
・「補助金交付請求書」や添付書類が熊本市に到達後、概ね３週間を目安として 

指定の口座へ補助金が振り込みされます 

 

※熊本市から「入金しました」旨の連絡は行いません 

 →通帳等にて確認をお願いします 

 

 

 

（代理受領制度の紹介） 
 

・申請者の一時的な金銭負担の軽減を目的として「代理受領制度」を設けています 
 

・当該制度を利用する場合は、「代理受領補助金交付請求書」と「代理受領委任状」を

提出してください 
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４．住民票等の入手先 
 

◆住民票の写し 

・各区の区役所庁舎内の区民課や総合出張所等の窓口、郵送請求など 
 

・証明書コンビニ交付サービス（キオスク端末等） 
 

※詳しくは、お近くの区役所の区民課や総合出張所等にお尋ねください 

 

 

◆住宅の所有者がわかるものの写し（登記事項証明書など） 
 

【登記事項証明書】 

・熊本地方法務局（本局）窓口、郵送請求、オンライン請求など 
 

※詳しくは、法務省ホームページや法務局等にお尋ねください 

 

【固定資産証明書】 …住宅が未登記の場合 

・中央区役所の場合は市民税課の窓口 ・その他の区役所の場合は税務室等の窓口 
 

・証明書コンビニ交付サービス（キオスク端末等） 
 

※詳しくは、お近くの区役所の税務関係の部署等にお尋ねください 

 

 

◆市税の滞納が無いことの証明書の写し 

・中央区役所の場合は市民税課の窓口  ・その他の区役所の場合は税務室の窓口 
 

（各区の区民課や出張所等では入手できません。） 
 

※詳しくは、お近くの区役所の税務関係の部署等にお尋ねください 

 

 

◇住宅の建築確認通知書（建築確認済証）の写し 

  …登記事項証明書により建築年が確認できる場合は不要です  

 

・ご自宅等に保管されている場合は、その写しを提出してください 

 

※ご自宅等に無い場合は、市役所本庁舎 11階の建築指導課へ御相談ください 

 →「確認済み証明書」等の発行を請求できます 
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５．変更・辞退・耐震改修証明書など 
 

◆申請内容や工事内容に変更が発生する場合 

・変更の手続きが必要な場合がありますので、担当の耐震診断士または住宅政策課へ 

御連絡をお願いします 

 

◆辞退をする場合 

・補助事業を途中で辞退する場合は、辞退届を提出する必要があります 

（その場合は、補助金を受け取ることができません） 

→辞退届の様式は、耐震診断士にご相談いただくか、住宅政策課まで御連絡ください 
 

※なお、既に耐震診断士や建設会社・工務店が業務を行っている場合の費用や支払いの 

取り扱いについては、当事者どうしで協議のうえ御対応をお願いします 

（民・民における当事者どうしの契約に対しては、行政の介入権限がありません） 

 

 

 

【よくある質問等】 
 

※別冊【耐震診断士派遣事業】に関する手引きの【よくある質問等】

と併せて御確認をお願いします 
 

【補助対象や注意事項など】 
 

問．空き家を購入して建替える場合も補助対象となるか。 

答：できます 

・建替え後、新所有者（購入者）が自ら入居する場合は、購入した空き家でも補助対象になります。 

・なお、新所有者への所有権移転が済んでいない場合、誓約書の他、売買契約書等の書類の提出が

必要となります。 

 

問．貸家は補助対象となるか。 

答：できません。→建替え後、新所有者（購入者）が自ら入居する必要があります 

 

問．最初の耐震診断後、補強計画設計を実施した住宅に建替え設計工事一括の補助は活用できるか。 

答：できます 

・ただし、補助金の額は、建替え工事に要した費用の 23％以内かつ上限 60万円（千円未満は切捨て）

となります。 

 

問．既に契約あるいは着手している建替え設計、工事（解体も含む）は、補助対象となるのか 

答：なりません →これらに着手する前（契約締結の前）に補助金の交付決定を受ける必要があります 
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問．補助事業の対象となる住宅として「耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0未満」等の 

要件があるが、具体的に準備する資料等の詳細は？ 

 

（再掲：抜粋） 
 

市交付要綱：別表第２の１  →令和７～８年度の優先事業 
 

補助事業名 建替え設計工事一括＜緊急促進＞ 

補助事業の 

対象となる 

住宅 

 

次に掲げる要件を全て満たす住宅（ただし、その他市長が補助事業の適用が可能と認める 

ときは、補助対象住宅とすることができる。） 
 

１ 次のいずれかに該当するもの 

（１）熊本市戸建木造住宅耐震診断士派遣事業による耐震診断の結果、上部構造評点が 

１．０未満と評価されたもの 
 

（２）実施要綱第２条第２号による耐震診断を専門の資格者（派遣要綱第２条第２号による 

熊本市戸建木造住宅耐震診断士、建築士法第10条の３による構造設計一級建築士、建築基準法 

第77条の66による構造計算適合判定資格者のいずれか）２名以上によって実施・照査した 

結果、上部構造評点が１．０未満と評価されたもの 

  
 

※上部構造評点に関する資料の準備・調製に際しての注意点 

（１）の場合 →派遣事業≪運用要領≫様式「耐診断結果報告書」市スタンプ済みの写し 

 （２）の場合 →2025年度から適用する同様式を用いて作成  

※なお、様式中の「耐震診断士」→『構造設計一級建築士』など、適宜アレンジ 
 

 

 

←（２）「耐震診断結果報告書」のイメージ 

 

 ※様式は、「耐震診断士派遣事業」に関する 

  ウェブ（当課ホームページ）に掲載している 

Wordデータを使用してください 
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参考：熊本市ウェブサイト（住宅政策課ホームページ）例 
 

※アドレス 2025 年４月時点 

 → https://www.city.kumamoto.jp/kiji00318827/index.html 

 

 

 

 
 

 

 

 


